
 

環境省所管の省令、告示及び訓令の改正に関する様式について 
 

平成２８年６月１日 
大臣官房総務課長決定 

 
 

 環境省所管の省令、告示及び訓令の改正に関する訓令（平成 28 年環境

省訓令第 13 号）第３条に基づき、環境省所管の省令、告示及び訓令の改

正に関する様式を以下のとおり定める。 
  
 様式１：様式（省令） 
 様式２：様式（告示） 
 様式３：様式（訓令） 
 

附 則 

この決定は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

 

 



様
式
１ 

 

1 

○
環
境
省
令
第 

 
 

号 
●
●
●
法
（
平
成×

年
法
律
第×

号
）
第
●
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
▲
▲
▲
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

 

日 

環
境
大
臣 

●
● 

●
● 

▲
▲
▲
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

▲
▲
▲
法
施
行
規
則
（
平
成×
年
環
境
省
令
第×

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 



様
式
１ 

 

2 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
（
～
～
～
～
～
） 

第
一
条 
秘
書
課
に
、
調
査
官
二
人
を
置
く
。 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
二
条 

（
略
） 

↑
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
に
改
め
る
例
。 

 

・
条
（
項
号
）
ズ
レ
が
な
く
、
規
定
の
一
部
を
改
め
る
場
合
（
第
一
条
） 

 

・
単
な
る
条
（
項
号
）
ズ
レ
（
第
二
条
） 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
五
条 

総
務
課
に
、
環
境
情
報
室
及
び
企
画
官
一
人
を
置
く
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

企
画
官
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立
案

並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

↑
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
例
。 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
一
条 

秘
書
課
に
、
調
査
官
一
人
を
置
く
。 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
三
条 

（
略
） 

      

（
～
～
～
～
～
） 

第
五
条 

総
務
課
に
、
環
境
情
報
室
を
置
く
。 

２
・
３ 

（
略
） 

   

 

 

 

 

（
～
～
～
～
～
） 



様
式
１ 

 

3 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
削
る
） 

↑
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
削
る
例
。
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
い
よ
う

に
改
正
後
欄
の
対
応
部
分
に
（
削
る
）
を
記
載
。 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
九
条 

（
略
） 

↑
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
追
加
す
る
例
。
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
い

よ
う
に
改
正
前
欄
の
対
応
部
分
に
（
新
規
）
を
記
載
。 

 

第
八
条 

（
略
） 

 

   

（
新
規
） 

 
 



様
式
２ 

 

1 

○
環
境
省
告
示
第 

 
 

号 
●
●
●
法
（
平
成×

年
法
律
第×

号
）
第
●
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
▲
▲
▲
（
平
成×

年×

月
環
境
省
告
示
第×

号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

 

日 

環
境
大
臣 

●
● 

●
● 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 



様
式
２ 

 

2 

（
～
～
～
～
～
） 

第
一
条 

秘
書
課
に
、
調
査
官
二
人
を
置
く
。 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
二
条 

（
略
） 

↑
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
に
改
め
る
例
。 

 

・
条
（
項
号
）
ズ
レ
が
な
く
、
規
定
の
一
部
を
改
め
る
場
合
（
第
一
条
） 

 

・
単
な
る
条
（
項
号
）
ズ
レ
（
第
二
条
） 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
五
条 

総
務
課
に
、
環
境
情
報
室
及
び
企
画
官
一
人
を
置
く
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

企
画
官
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立 

 

案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

↑
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
例
。 

  

（
削
る
） 

↑
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
削
る
例
。
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
い
よ
う

（
～
～
～
～
～
） 

第
一
条 

秘
書
課
に
、
調
査
官
一
人
を
置
く
。 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
三
条 

（
略
） 

      

（
～
～
～
～
～
） 

第
五
条 

総
務
課
に
、
環
境
情
報
室
を
置
く
。 

２
・
３ 

（
略
） 

   

 

 

 

 

（
～
～
～
～
～
） 

第
八
条 
（
略
） 

 



様
式
２ 

 

3 

 
 に

改
正
後
欄
の
対
応
部
分
に
（
削
る
）
を
記
載
。 

  

（
～
～
～
～
～
） 

第
九
条 

（
略
） 

↑
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
追
加
す
る
例
。
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
い

よ
う
に
改
正
前
欄
の
対
応
部
分
に
（
新
規
）
を
記
載
。 

 

   

（
新
規
） 

 
 



様式３ 
 
○環境省訓令第   号 
 環境省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  平成２８年  月  日 

環境大臣 ●● ●● 
   環境省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令 
 環境省の内部組織に関する訓令（平成１３年１月６日環境省訓令第１号）の一部を次の

ように改正する。 
（傍線の部分は改正部分） 

 
改     正     後 

 
現          行 

 
 
 （自然環境整備担当参事官） 
第８条 自然環境局に、自然環境整備担当

参事官を置く。 
２ 自然環境整備担当参事官は、自然環境

局総務課及び国立公園課国立公園利用推

進室の所掌に属する事務のうち、次に掲

げるものをつかさどる。  
 一～三 （略） 
 四 温泉に関する事業の振興に関するこ

と。 
 
第９条～第５０条 （略） 
 
 （保全再生調整官） 
第５１条 自然環境局自然環境計画課に、

保全再生調整官１人を置く。 
２ 保全再生調整官は、自然環境の保全、

再生等に関する事項の企画及び立案並び

に調整に関する事務を処理する。 
 
第５２条～第５３条 （略） 
 
 （自然環境整備担当参事官室） 
第５４条 自然環境整備担当参事官の下

に、自然環境整備担当参事官室を置く。 
２ 自然環境整備担当参事官室は、自然環

 
 
（自然環境整備担当参事官） 
第８条 自然環境局に、自然環境整備担当

参事官を置く 
２ 自然環境整備担当参事官は、自然環境

局総務課の所掌に属する事務のうち、次

に掲げるものをつかさどる。 
 
 一～三 （略） 
（新規） 
 
 
第９条～第５０条 （略） 
 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
第５１条～第５２条 （略） 
 
 （自然環境整備担当参事官室） 
第５３条 自然環境整備担当参事官の下

に、自然環境整備担当参事官室を置く。 
２ 自然環境整備担当参事官室は、自然環



様式３ 
境整備担当参事官のつかさどる事務（温

泉保護利用推進室の所掌に属するものを

除く。）を処理する。 
 
 （温泉保護利用推進室） 
第５５条 自然環境整備担当参事官の下

に、温泉保護利用推進室を置く。 
２ 温泉保護利用推進室は、自然環境整備

担当参事官のつかさどる事務のうち、次

に掲げるものを処理する。 
 一 温泉の保護及び整備に関すること。 
 二 温泉に関する事業の振興に関するこ

と。 
３ 温泉保護利用推進室に、室長を置く。 
 
第５６条～第５８条 （略） 
 

境整備担当参事官のつかさどる事務を処

理する。 
 
 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５４条～第５６条 （略） 
 

  附 則 
 この訓令は、  月  日から施行する。 
 


